














































CGI投資環境調査結果（2005年 4月-6月実施） 
2005年 8月 3日 

CGIの投資環境ワーキンググループ（Investment Climate Working Group）が本年 4月半－6

月初に実施した投資環境調査の結果は次の通りである。この調査はオランダ政府が資金提

供を行い、世銀の指導の下でインドネシア大学経済学部が実施した。 

 

1. 調査対象域 

 

Medan, Jabotabek, Semarang, Surabaya, Makassarの悪評高い 5都市で実施。600社の大中製造

企業を対象に行った。FDI 許可について BKPM の許可日数調査を入れ、聞き取り調査方式

で踏み込んだ調査を行った。 

 

２．調査結果（概要） 

 

① BKPMの許可日数・・外国投資許可に掛かった平均期間は 7週間であり、BKPMが公表

する 2 週間より長い。BKPM の公表日数は申請書類が完備してからのカウントであり、

実際は申請書添付書類や情報を BKPM 職員に確認する為に時間がかかる。BKPM に申

請書受理を拒否された日数は平均 2日である。最短許可日数 5日、最長 9ヶ月であった。

この許可日数幅は投資許可プロセスが裁量行政的で不透明である証拠。 

 

② 税関での賄賂・・82％の企業が賄賂を要求された。39％が時々、43％が頻繁に要求され

たと回答。賄賂は輸入価額の 2.3％に相当。非石油ガス部門の賄賂総額は推定年間 8 億

ドル。税関部門が公共機関では最も賄賂を取っている。 

 

③ 通関日数・・平均輸入 6日、輸出 5日。外国の通関日数は 1～3日（JICA調べ）である。 

 

④ VATのリファンド・・57％が税官吏に賄賂を支払い、VATリファンドを交渉したと回答。

回収日数 5ヶ月かつ回収額は要求の 87％。リファンドの遅れは運転資金増に繋がり重大

な環境阻害要因。 

 

⑤ 毎月の税申告に掛かる時間・・毎月 7種類の税申告を求められる。平均 45日（man-day）

が掛かる。外国では四半期乃至年一回の税申告が通常で毎月申告は異例である。 

 

⑥ 賄賂の改善・・2001年の調査に比べて生産コストに占める賄賂コストが 10.8％から 6.4％

に減少した（但し、前回は SME分 3％が入っている）。経営者が役人との交渉に費消す

る時間が 12.8％から 4.9％に改善している。 
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⑦ 役人の来訪頻度（年間）・・警官・軍人 12回、税官吏 4回、工業省 2回、労働事務所 2

回等（非公式コストが発生するハラスメント）。 

 

⑧ インフラ・・電気、電話、水道のコネクトに掛かる日数：電気 14日、水道 12日、電話

7 日。問題発生回数（過去 6 ヶ月）：電力低下 6 回、停電 3 回、断水 4 回、通話障害 2

回。 

 

⑨ 営業開始までの日数・・インドネシア 151日、ベトナム 56日、フィリピン 50日、中国

41日、タイ 33日、マレーシア 30日、シンガポール 8日、オーストラリア 2日。但し、

インドネシアの 151日はさらに産業部門ライセンス（例、鉱業ライセンス）や地方ライ

センス（建築許可等）が追加で掛かる上に、BKPMの許可日数を含んでいない。 

 

⑩ 公証人（Notaries）調査・・投資申請書は公証人経由で申請することが通常。公証人へ

の調査では会社設立 80 日と上記より少ない調査結果が出た（調査対象の取り方で結果

は異なる）。それでも諸外国と比べて長い上に、BKPMで要する 7週間を含んでいない。

産業部門ライセンスや地方政府ライセンスに要する日数も含まず。 

 

⑪ ローカル許可取得日数・・環境許可 43日、建築許可 35日、場所許可 34日、Principle Permit 

27日、Nuisance Permit 25 日、労働安全許可 16日。 

 

3．調査団のまとめと提言 

 

① BKPMの外国投資許可はスローであり、裁量行政的、不要である。新投資法とその実行

規定では FDI許可手続きの流れを改善すべきである。 

② 国内投資については、1995年の会社法と 1982年のビジネス登録法を改善して、許可手

続きを改善すべきである。 

③ 税関と税務署では不効率性と賄賂が最大の障害として残っている。 

④ 地方分権開始時は地方官吏の賄賂要求でビジネスが伸びなかったが現状では改善して

きている。 

⑤ 中央の税関と税務署はこの限りではない（改善していない）。 

⑥ 毎月の税務申告は四半期報告に変更することでペーパーワークを削減出来る。 

 

以上 

中川 勉 

日本開発サービス 
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新投資法と比較調査 
2005年 8月 5日 

新投資法は昨年 10月ユドヨノ政権誕生以来見直しが進められており、近々国会に上程され

る予定である。現在知り得る限りの新投資法案は以下の通りである。今回の比較調査とも

関連すると思われる部分をボールドで示した。尚、新投資法案は今回比較調査の実施主体

である BKPM の機能変更（許可機関から Promotion 機関へ変更）を示唆する内容を含んで

いるので新投資法制定推移を注視する必要がある。 

 

1. 新投資法の原則（具体的なポイントは本稿 3以降に別記） 

 

• 全投資家を包括した統一的な国家法の制定 

• 市場原則の適用 

• 全ての投資家の公平処遇 

• 搾取からの保護 

• 資本金の自由な本国送金 

• 手続きの簡素化（登録制） 

• 短く明確なネガティブリスト 

• 争議解決のメカニズム 

• 外国の専門技術の利用許可 

• 投資促進と実行機能の提供 

 

2. 新投資法策定の道程 

 

2004年末までに以下を研究した。 

① 法 No.1 1967年（外国投資） 

② 法 No.6 1968年（国内投資） 

③ BKPM策定の直接投資法案（旧案） 

④ 許可システム・手続きの特定と意見 

 

2005年 6月までに下記関係者と議論した。 

• 省庁やその他部門 

• 地域官庁 

• 国際ビジネス組織（JJC,米国、韓国、英国、オーストラリア商工会議所、国際ビジネス

会議所） 

• インドネシア商工会議所（KADIN） 

• 国内ビジネス組織 

• 工業地域の経営者 

• 内外投資家 
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• 専門家組織 

• 世銀、IFC、FIAS 

 

3．統一的国家法 

 

外国投資法（法 No.1 1967）と国内投資法（法 No. 6 1968）を統合した新法とし、資本を

含む諸定義を現状に合う形に修正して、全ての直接投資をカバーする法律とする。新投資

法の諸規定はインドネシア国内の全ビジネスセクターの投資に適用される。 

 

4．市場原則 

 

強制出資比率引き下げ期限を廃止。極端に管理された投資許可制度を廃止して、即応性の

高い登録方式に体系を変更する。 

 

5．公平な処遇 

 

出身国、既存の法律・規則下で投資を企図する者が誰かに拘わらず、今後全ての投資家に

公平に内国民待遇を与える。フリートレードゾーン、共通市場、金融組織、バイラテラル

契約によって提供される便宜機能を許可して、資本投資に係わる特別権限を付与する。 

 

6．搾取からの保護 

 

国家や大衆の利益に反しない限り、国有化や接収は行わない。万一、国有化・接収する場

合には直ちに市場価額での補償支払いを行う。 

 

7．資本金の本国送金 

 

資産売却の自由を規定。資本金、利益金、技術使用料、金利、配当金、一般ファンド、経

費支払い、借入金、サービス支払い、知的財産権、補償、所得の外貨建送金の権利を規定。

但し、政府への報告や税金支払い、或いはその他の義務に従うことを前提とする。 

 

8．手続きの簡素化 

 

許可制から登録制へ。会社設立の法手続きと登録を直接行うようにする。会社内容変更も

直接登録する。関係省庁から必要ライセンスを直接発給する。一省庁への報告を各年一回

とする。登録の為の便宜、アシストを要請できるようにする。 
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9．ネガティブリスト 

 

政府は以下の基準でビジネスセクターやタイプをネガティブリストに分類する。 

• 投資不許可 

• 制限付外国投資許可 

• SMEと組合用に限定 

• SMEと組合との共同事業に限定 

 

大統領令で上記ビジネスセクターを明確に特定する。 

 

10．紛争の解決 

 

紛争が発生した時は、交渉、仲介、調停によって解決を図ることが出来る。裁定が必要な

場合は、インドネシア国家裁定機構、国際商工会議所ルール、国連（UNCITRL-the United 

Nations Commission on International Trade Law）、New York Convention、Washington Convention

で確立されている手続きに従って、国際的な裁定機関を通じて解決を図ることが出来る。 

 

11．外国の専門技術の利用 

 

投資家はインドネシア人の雇用を優先する義務がある。投資家は特定のポジションや技能

について、現行法・規則に従って外国人専門家を利用することが出来る。 

 

12．その他の特徴 

 

税改革の一部として便宜機関を提供する。好例を参考にして投資関連機関の役割と機能を

再編して体制変更を図る。政府の中央と下部組織間の権限を明確化する。州、県、市政府

レベルの投資機関を設ける。政府の中央と下部組織間の投資促進と政策実行に係わる調整

を行う。 

 

13．投資促進と実行機能 

 

法で想定する機関の目的は次の通り。 

• 中央と地方の投資政策の実行を調整し、 

• 投資基準・標準や手続き・ガイドラインを策定し、 

• 投資機会を開発・促進することを支援し、 

• 資本投資の手続きを評価して、簡略化や改善を行う。 
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以上 

中川 勉 

日本開発サービス 
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SIAPと比較調査の関係 
2005年 8月 4日 

1. 戦略的投資行動計画（SIAP） 

 

2005 年 6 月 2 日、東京において、小泉首相とユドヨノ大統領は「新たな挑戦へのパートナ

ー」として二国間関係を促進し、国際環境の中で緊密に協力する趣旨の共同宣言を採択し

た。この中で新たな挑戦の為に以下 4分野が特定された。この内下記(3)が Strategic Investment 

Action Plan(SIAP)であり、今回比較調査実施で留意すべき部分である。 

 

（１） 日本インドネシア両首脳による自然災害の被害を減らすための二国間の協定に関す

る共同発表 

（２） 日本インドネシア経済連携協定の交渉開始に関する共同発表 

（３） 日本インドネシア戦略的投資行動計画（SIAP）に関する共同発表 

（４） 海洋問題に関する日本インドネシア共同発表 

 

2. SIAP共同発表の概要 

 

① 両首脳は投資増大を通じた持続的経済成長が貧困削減及び雇用創出に不可欠と認識し

て外国投資、特に日本からの投資促進の為の新しいイニシアチブである SIAPに合意し

た。この SIAPは 2001年 11月チリのサンティアゴで基本合意し、2004年 12月 16日に

ジャカルタで設立された官民合同フォーラムで準備をしてきたものである。 

 

② 今後 5年間にインドネシアへの外国投資を倍増させる目標を達成する為に協力する。 

 

③ 行動計画は税・税関、労働力、インフラストラクチャー、産業競争力・中小企業の 4

分野に分けられ、各分野について具体的行動計画が策定される。 

 

④ 日本政府は目的達成の為に、必要であれば JICA、JBIC、JETROを通じて協力する。 

 

⑤ ユドヨノ大統領は、特に日本に裾野産業分野で投資を増加することを期待し、小泉首

相はインドネシアの産業戦略について更に議論して二国間の経済関係を促進すること

を表明。 

 

⑥ 合同フォーラムは企画調整委員会で実施状況を監視し、両国の専門家からなるアドバ

イザリー・チームを企画調整委員会の下に設立し、政策対話を実施する。 
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3. 今回比較調査との関連 

 

今回の比較調査に関連するのは「産業競争力・中小企業」分野である。この分野の内で、

BKPMに関連した項目は次の通りである。 

 

大項目 中項目 小項目 実施機関 目標時期

BKPM内にヘルプデスク機能の
設置

BKPM 
新投資法制定
後すみやかに

投資ルールブックの作成
BKPM （JICA支
援による）

2005年開始

経済調整大臣
府、商業省、財務
省

継続中（2005年
は税優遇措置
に焦点）

より合理的な投資
政策の策定

BKPM の投資促
進機能の改善

BKPM の投資
家へのサービ
ス提供機能の
強化

新投資法、ワンルーフサービス
及び税優遇措置に関する審議

 
 

BKPM＋JICA の軸で捕らえられるのは上記のうち「投資ルールブックの作成」の部分であ

る。今回比較調査の成果物は投資ルールブックの作成に資すると考えられることから、比

較調査結果を有効利用する為に、投資ルールブックの作成を視野に入れながら比較調査を

行うことが望ましい。 

 

尚、今回調査とは直接的関係はないが、上記中項目の「より合理的な投資政策の策定」に

留意する必要がある。BKPM の機能強化のテーマ（大項目）であるが、実施機関に BKPM

自身は入らない。政策策定は BKPM 職掌外であり、今次比較調査の結果を後段の取り組み

として政策に反映する場合には経済調整大臣府と商業省との連携が必要となる。（因みに、

財務省は税優遇措置の所管官庁である。） 

 

ヘルプデスクについては BKPM の機能が現状の通り投資許可権限を持つのか或いは許可官

庁から投資促進やモニター機能に特化した官庁となるかで、デスク機能も変わってくる。

新投資法と実行規定をフォローして対応する必要があり、かつ BKPM 職掌の変更という微

妙な課題を含むので、海外比較調査に当たっては BKPM の専管事項変更に関係なく投資促

進サービスの例として調査するのが良い。 

 

以上 

中川 勉 

日本開発サービス 
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新国家開発 5ヵ年計画 2004-2009 
2005年 8月 5日 

大統領令 No.7 2005 年で発表された新国家開発計画（Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2004-2009）のうち投資関連部分の概略は以下の通りである。 

 

1． 問題認識 

 

1997 年以降の経済回復の遅れは投資阻害要因による投資パフォーマンスの悪さが主原因で

ある。この結果イ国輸出製品競争力も悪化している。2003年の投資額は GDPの 19.7％に過

ぎない（1997 年 29.6％）。今後投資阻害要因を排除して投資促進を図る必要がある。更に、

イ国の競争国である中国、ベトナム、タイ、マレーシア等東アジア諸国の投資誘致力が向

上していることを勘案すると、イ国の投資環境改善の遅れがイ国中期経済開発の懸念材料

となっている。投資環境の問題点を列記すると以下の通りである。（以下概略） 

 

• 投資許認可手続きが長くコスト高 

• 低い法の確実性 

• 弱い投資インセンティブ 

• 人材の質が低くインフラが限定的 

• 外国投資から得る技術移転促進政策が不透明 

 

2． 開発目標 

 

新国家開発計画書第 17章【投資と非石油ガス輸出の向上】に記述する目標は以下の通り。 

 

① 健全な投資環境を実現する為の組織改革（ハイコスト経済の削減） 

② 港湾輸出入、税関、税行政サービス向上 

③ 事業開始・操業許認可手続きの簡素化 

④ 段階的投資増加とインドネシア東部開発 

⑤ 輸送システム、商業秩序、事業確実性の向上 

⑥ 観光促進 

⑦ 海外労働者の郷里送金増加 

 

3． 政策の方向性 

 

開発目標達成の為の政策は以下の通り。 

 

① 事業開始段階および操業段階におけるハイコスト経済削減の為、許認可手続簡素化と規

制緩和を行う。又、透明性とグッドガバナンスの原則に基づき、諸規定と行政機関を整
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備する。 

 

② 事業確実性の保護と法の確立を強化する。この分野は事業契約、土地等所有権、商業紛

争解決規定、事業競争、商品の標準化、消費者保護を含む。 

 

③ 投資法を改正・実施する。内外投資家の公平処遇、大中小規模投資間の公平処遇、外国
投資家誘致の為のインセンティブシステムと投資政策策定、投資促進の為の組織改革、

投資政策のブループリント策定により投資促進を図る。組織横断的課題であり、実現に

は閣僚レベルの調整が必要となる。 

 

④ 法の確立と規制緩和。手続きコスト・時間の効率化原則と中央・地方の法規制の調和。 

 

⑤ 輸出競争力強化の為、輸出市場へのアクセス向上・拡大と輸出業者・候補者の能力向上

を図る。 

 

⑥ 国内配送システム、商業秩序、事業確実性向上を図り、輸出向上政策と統合して持続的

経済成長を図る。 

 

4． 開発プログラム（投資環境改善部分抜粋） 

 

（1） 投資環境向上・投資実現プログラム 

 

国際競争力ある投資環境構築の為に実施する今後 5年間の活動は以下の通り。 

① 投資分野の法規制完備 

② 投資サービス手続き簡素化 

③ 魅力的投資インセンティブ供与 

④ 中央と地方の投資立案統合化 

⑤ 国内・外国投資実施のモニタリング、評価、監督 

⑥ 中央・地方における投資情報システムの開発 

⑦ 中央・地方における投資組織強化 

⑧ 国内外の投資政策の検証 

 

（2） 投資促進と協力向上プログラム 

 

魅力的投資先国のイメージを構築する為の活動。 
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① 投資に関する地方のリソース、インフラポテンシャルの準備 

② 大事業と零細・中小企業との戦略的協力促進 

③ 国内外の調整のとれた投資プロモーション 

④ 外国での輸出促進機関パフォーマンスの活性化 

⑤ 国内外の政府機関・事業界との投資分野における調整・協力強化促進 

 

5．参考：【投資と非石油ガス輸出向上】に拘わるプログラムリスト 

 

上記 4．の投資環境改善関連プログラムを含む、新国家開発計画第 14 章【投資と非石油ガ

ス輸出向上】の全プログラムは以下の通りである。 

 

テーマ プログラム

税・通関改革 新国家開発計画24章【マクロ経済安定化】参照

投資環境向上・投資実現プログラム

投資促進と協力向上プログラム

インフラ能力とサービス効率化開発 新国家開発計画33章【インフラ開発迅速化】参照

国家標準化開発プログラム

輸出向上・振興プログラム

国際貿易協定向上プログラム

事業競争プログラム

消費者保護と貿易保護プログラム

国内貿易効率化向上プログラム

観光マーケティング開発プログラム

観光目的地開発プログラム

パートナーシップ振興プログラム

輸出競争力と貿易システム効率化の向上

観光競争力向上

投資環境改善

 

 

以上 

添付資料：新国家開発計画 2004-2009第 17章（和訳） 

 

中川 勉 

日本開発サービス 
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